
橋本市規則第 24 号

橋本市保育園等における独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金

の徴収に関する規則を、別紙のとおり公布する。

令和 7 年 3 月 31 日

橋本市長 平木 哲朗
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橋本市保育園等における独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛

金の徴収に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律

第162号)第17条第4項(同法附則第8条第2項において準用する場合を含む。)の

規定により、保育園等に在籍する園児の保護者から徴収する共済掛金(以下

「保護者掛金」という。)の徴収又は免除に関し必要な事項を定めるものとす

る。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。

(1) 保育園等 橋本市立保育所条例(平成18年橋本市条例第134号)第2条に

規定する保育園及び橋本市立こども園条例(平成19年橋本市条例第22号)第

3条に規定するこども園をいう。

(2) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合

的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する

幼保連携型認定こども園をいう。

(保護者掛金の額)

第3条 保護者掛金の額は、次の表のとおりとする。

(徴収の時期及び方法等)

第4条 保護者掛金の徴収の時期は、毎年4月1日から同月30日までとする。なお、

当該時期より後に入園等をした場合にあっては、別に定める。

2 徴収した保護者掛金は、返戻しないものとする。

区分 保護者掛金の額 根拠規定

保育園等(幼保連携型認

定こども園を除く。)

年額 240 円 独立行政法人日本スポーツ振興センタ

ー法施行令(平成 15 年政令第 369 号。以

下「施行令」という。)附則第 5条第 1

項本文に規定する額に同条第2項の規定

に基づき 0.7 を乗じて得た額(10 円未満

切捨て)とする。

幼保連携型認定こども園 年額 180 円 施行令第7条第4号に規定する額に同令

第 10 条第 2号の規定に基づき 0.7 を乗

じて得た額(10 円未満切捨て)とする。
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(徴収の免除)

第5条 次に該当する者については、保護者掛金の徴収を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定めるところにより設置された施

設に入所中の者の保護者又は同法第47条の規定により親権を行う当該施設

の長

(3) 市長が第1号に規定する者に準ずる程度に困窮していると認める者

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、令和7年4月1日から施行する。


